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こども育成課主事補(こども育成担当) 生涯学習課課長代理（公民館担当）

③　定義並びに新しい補助拡充については、４月２６日の政策会議に付議し決定を受け
た後、自治会館建設等補助金交付要綱の一部改正となる。その後の事務運用は、市民自
治振興課で行っていく。

備考

⑥　「沼代児童館」については、今年度、移譲に伴う条件を具体的に整理しつつ、移譲
後も児童館の機能を残す形を実現させたいことから、試行なども実施した上で進めてい
く。

②　「開放型」を定義することに合わせて、その推進と効果をより高めるために、「賃
貸による場合」と「複数自治会が共同して建設する場合」について、新たに補助の拡充
を図る。
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⑤　「曽屋ふれあい会館」の跡地活用については、リハビリ型デイサービスセンターと
自治会館との複合施設として、検討を進めている。

２　開放型自治会館について

④　関係各課のみなさんのご協力の下、平成２８年４月１日付で「老人いこいの家　す
ずはり荘」が地域へ無償譲渡された。議会においても委員全員が賛成であった。
今後も引き続き進めていく。

①　「開放型」の定義について、ＷＧにて検討を重ねてきたところだが、「開放型」の
加算補助を適用させるべきケースが出てきたことから、本課にて庁内調整を図り、会議
次第に記載のとおりとなった。

議　題

１　シンボル事業③の進捗状況について

資料１　「開放型自治会館」に対する「新たな補助制度」について
配付資料

会　　　議　　　結　　　果


